
１　取扱件数（※ 埼玉県は平成26年4月14日からの実績、千葉県は平成29年4月1日からの実績）

（１）他県から東京都への搬送件数

（２）東京都から他県への搬送件数

依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送

神奈川県 0 0 0 0 0 0 0 0

埼玉県 1 0 0 0 0 0 0 0

千葉県 - - - - - - 0 0

合計 1 0 0 0 0 0 0 0

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
(10月まで)

依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送

神奈川県 10 9 2
(母2)

2
(母2)

13 12 2
(母1,児1)

2
(母1,児1)

12 7 1
(母1)

1
(母1)

5 5 0 0

埼玉県 55 54 9
(母5,児4)

8
(母4,児4)

94 82 16
(母7,児9)

15
(母6,児9)

71 50 10
(母5,児5)

10
(母5,児5)

3 3 0 0

千葉県 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0

合計 65 63 11
(母7,児4)

10
(母6,児4)

107 94 18
(母8,児10)

17
(母7,児10）

83 57 11
(母6,児5)

11
(母6,児5)

8 8 0 0

平成26年度
戻り搬送救急搬送

平成27年度
救急搬送 戻り搬送

平成28年度
救急搬送 戻り搬送

平成29年度（10月まで）

救急搬送 戻り搬送

（３）地域・ブロック別件数（他県からの搬送のみ）

（３）平均所要時間及び平均照会件数

区中
央部

区南
部

区西
南部

区西
部

区西
北部

区東
北部

区東
部

多摩
搬送
中止

合計

川崎 2 4 2 0 0 0 0 0 2 10

横浜 1 5 3 3 0 0 2 0 3 17

三浦半島 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

湘南 2 2 1 1 1 0 0 0 2 9

県央北相 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

西湘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 6 11 8 4 1 0 2 1 7 40

南部・東部（南） 9 2 2 6 4 1 1 0 3 28

南西部 3 1 2 4 8 4 3 0 3 28

東部（北） 3 0 1 4 3 4 2 0 6 23

さいたま 8 0 3 5 2 4 0 0 3 25

県央・利根 9 0 2 6 11 3 1 1 9 42

川越比企・秩父 10 1 2 8 6 3 1 0 5 36

西武 5 2 1 8 9 7 0 0 5 37

北部 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4

合計 47 6 14 44 43 26 8 1 34 223

神奈川県

埼玉県

搬送先
搬送元

（２）転院搬送理由

＜神奈川県＞ 　　　＜埼玉県＞

（１）母体妊娠週数

22～23週 24～27週 28～33週 34～36週 37～41週

神奈川県 22 15 2 0 1

埼玉県 44 85 88 6 0

合計 66 100 90 6 1

（３）平均所要時間及び平均照会件数

　他県コーディネーター等から都周産期搬送コーディネーターへの依頼から、搬送先決定まで

平均所要時間 平均照会件数 平均所要時間 平均照会件数 平均所要時間 平均照会件数 平均所要時間 平均照会件数

神奈川県 32.6分 3.3回 33.1分 2.2回 33.0分 3.6回 35.6分 2.6回

埼玉県 42.2分 3.3回 37.3分 3.0回 35.0分 2.4回 34.0分 2.3回

合計 41.4分 3.3回 36.8分 2.7回 34.7分 2.5回 35.0分 2.5回

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 (10月まで)

 

 

○ 神奈川県・埼玉県・千葉県と、各都県内の産科施設等において
搬送が必要となった妊産婦及び新生児（埼玉県のみ）で、自都
県内において受入医療機関が見つからない場合に、県域を越
えた搬送受入について調整を行う。 

 
○ 本施行により搬送された妊産婦、新生児（埼玉県のみ）及び搬

送された医療機関で出生した新生児について、急性期を過ぎ、
居住地のある都県内医療機関への転院が可能と判断した場合
には、転院先（戻り搬送）の調整を行う。 

試行の内容 
依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送

2 2 9 8 11 10
（母2） （母2） （母5、児4） （母4、児4） （母7、児4） （母6、児4）

2 2 16 15 18 17
（母1、児1） （母1、児1） （母7、児9） （母6、児9） （母8、児10） （母7、児10）

1 1 10 10 11 11
（母1） （母1） （母5、児5） （母5、児5） （母6、児5） （母6、児5）

0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 35 33 0 0 40 38
（母4、児1） （母1、児1） （母17、児18） （母15、児18） （母21、児19） （母19、児19）

57

20 20

275 2340 0

合計
救急搬送 戻り搬送

65 63

107 94

83

0 0

50

4 4

224 190

千葉県
救急搬送 戻り搬送

12 7

埼玉県
救急搬送 戻り搬送

55 54

94 82

71

平成27年度

平成29年度

合計 44

16

12

51

16

13

平成28年度

救急搬送 戻り搬送
神奈川県

平成26年度 910

１ 他県から東京都への搬送件数 

実績 （平成26年度～平成29年度） 

搬送元

搬送先 川崎 横浜
三浦
半島

湘南
県央
北相

西湘 小計
南部・東
部（南）

南西部
東部
（北）

さい
たま

県央・
利根

川越比
企・秩父

西武 北部 小計

3 1 1 2 1 1 9 9 3 3 8 9 10 5 0 47 56
4 7 0 2 0 0 13 2 1 0 0 0 1 2 0 6 19
2 3 1 1 2 0 9 2 2 1 3 2 2 1 1 14 23
0 3 0 1 0 0 4 6 4 4 5 6 8 8 3 44 48
0 1 0 1 0 0 2 4 8 3 2 11 6 9 0 43 45
0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 3 3 7 0 27 27
0 2 0 0 0 0 2 1 3 2 0 1 1 0 0 8 10
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
2 3 0 2 0 0 7 3 3 6 3 9 5 5 0 34 41

11 20 2 9 4 1 47 29 28 23 25 42 36 37 4 224 271

区西南部
区南部

合計
埼玉県

区中央部

合計

搬送中止

多摩部
区東部

区東北部
区西北部
区西部

神奈川県２ 地域・ブロック別件数 

平均所要時間 平均照会件数 平均所要時間 平均照会件数
平成26年度 32.6分 3.3回 42.2分 3.3回
平成27年度 33.1分 2.2回 42.3分 3.0回
平成28年度 33.0分 3.6回 42.4分 2.4回
平成29年度 12 12 12 12

合計 12 12 12 12

神奈川県 埼玉県

３ 平均所要時間及び平均照会件数 

  他県コーディネーター等から都周産期搬送コーディネーターへの依頼から搬送先決定まで 

平均所要時間 平均照会件数 平均所要時間 平均照会件数 平均所要時間 平均照会件数
平成26年度 32.6分 3.3回 42.2分 3.3回 41.4分 3.0回
平成27年度 33.1分 2.2回 42.3分 3.0回 35.0分 2.7回
平成28年度 33.0分 3.6回 42.4分 2.4回 34.7分 2.5回
平成29年度 48.9分 3.4回 33.8分 2.0回 45.1分 3.1回

合計 38.4分 3.0回 37.1分 2.7回 37.3分 2.7回

合計神奈川県 埼玉県

緊急対応と試行の主な相違点

緊急対応 試行

 埼玉県 ⇒ 都 埼玉県（都は情報提供） 都

 都　　　 ⇒ 埼玉県 実施なし 埼玉県
調整者

依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送 依頼 搬送

2 2 9 8 11 10
（母2） （母2） （母5、児4） （母4、児4） （母7、児4） （母6、児4）

2 2 16 15 18 17
（母1、児1） （母1、児1） （母7、児9） （母6、児9） （母8、児10） （母7、児10）

1 1 10 10 11 11
（母1） （母1） （母5、児5） （母5、児5） （母6、児5） （母6、児5）

0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 35 33 0 0 40 38
（母4、児1） （母1、児1） （母17、児18） （母15、児18） （母21、児19） （母19、児19）

0 0

0

合計
救急搬送 戻り搬送

65 63

107 94

83 57

16 16

271 230

千葉県
救急搬送

4 4

224 190 0

戻り搬送

7

埼玉県
救急搬送 戻り搬送

55 54

94 82

71

救急搬送 戻り搬送
神奈川県

50

平成26年度 910

平成27年度

平成29年度

合計 40

12

12

47

12

13

平成28年度 12

埼玉県との県域を越えた周産期搬送体制の一部変更について 

委員からの主な意見 

 
 

搬送対象 
○県域を越えて搬送可能であると医師が判断した、原則として２２週以降の母体及び新生児搬送（転院  
   搬送） 
 
○なお、県域を越えた搬送は、各都県コーディネーターにより自都県内の搬送受入調整を行ったが受入 
   先が決まらず、各ブロックの総合周産期母子医療センター（埼玉県においては地区担当地域周産期 
   母子医療センター）に戻すが、それでもなお受入不可の場合に限り実施 
 

 追加事項(例外事項） 

○ただし、埼玉県南部・東部（南）地区からの搬送依頼については、県内搬送受入調整において、埼玉  
   医科大学病院及び深谷赤十字病院への受入照会を行っていない場合でも、他の周産期母子医療セ 
   ンター及び新生児センターで受入不可の場合は、都への搬送依頼をすることができる。 
 

一部変更点 

 
 
 

 現状に鑑み、都内の周産期センターの過剰負担にはつながらないとの判断でしたら、賛成する。 

 群馬県の産科が崩壊状態と聞きますので群馬県への患者搬送が困難な状態で深谷赤十字病院、
埼玉医科大学病院はかなり苦労されていると聞いている。 

 同様のことは千葉県、神奈川県でも起こりえますが、今後どのような展開が考えられるか。 
 年間7件から10件程度を想定であれば、適当と認められる。 

 しかし、搬送依頼の件数が多い場合は、区西北部医療圏、区東部医療圏などの搬送システムへの
影響の再評価が必要だと思う。 

 搬送時間が予後及び搬送可否に影響するなら、変更案で構わない。 

 ただ、時間的に大きな問題が生じないような症例では、県内依頼を原則でもいい気はする。原則的
には変更に問題ない。 

 
⇒下記条件を附して埼玉県からの申し出に対し同意 
○ 現行方法による搬送案件と変更による搬送案件については分けて管理し、必要に応じて検証する 
○ 埼玉県からの搬送患者について、自県への戻り状況について、別途状況把握を行う 

 

資料 ５ 

 
 平成２４年１０月２２日～平成２５年４月１日   
  埼玉県からのハイリスク妊産婦等に対する緊急対 
  応の実施 
 
 平成２５年５月１日～ ～平成２６年４月１日   
  埼玉県からのハイリスク妊産婦等に対する緊急対   
  応の再開  
  
 平成２６年４月１４日～  
  埼玉県との県域を越えた連携の試行を開始 
 
 平成３０年２月       
  埼玉県からの搬送対象の例外的な取扱いの打診 
  （搬送対象の一部変更） 
 
 平成３０年４月 
  周産期搬送体制検証部会委員意見聴取 
 
 平成３０年５月 
  周産期医療協議会意見聴取 
 
 平成３０年６月 
  埼玉県より、正式依頼 
 
 平成３０年７月 
  埼玉県からの依頼に対し同意 
 
 平成３０年７月  
  都内周産期母子医療センター及び周産期連携病   
   院へ周知 
 
 平成３０年７月２５日午前９時 
  搬送対象の一部変更 

経緯 


